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教
育
委
員
会

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

山
梨
県
教
育
委
員
会
事
務
局
及
び
山
梨
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
教
育
機
関
の
職
員
の
職
の

設
置
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
員
長
　
　
須
　
　
田
　
　
　
　
　
清

山
梨
県
教
育
委
員
会
事
務
局
及
び
山
梨
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
教
育
機
関
の
職
員
の
　

職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
教
育
委
員
会
事
務
局
及
び
山
梨
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
教
育
機
関
の
職
員
の
職
の

設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

山
梨
県
教
育
委
員
会
事
務
局
及
び
山
梨
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
教
育
機
関
の
職
員

の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
、
副
部
長
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
適
応
指
導
監
」
を
「
人
事

管
理
監
、
義
務
教
育
指
導
監
、
高
校
教
育
指
導
監
」
に
改
め
、
同
項
第
十
五
号
を
削
り
、
同
項
第
十

六
号
を
同
項
第
十
五
号
と
し
、
同
項
第
十
七
号
を
削
り
、
同
項
第
十
八
号
を
同
項
第
十
六
号
と
す
る
。

別
表
第
一
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
項
中
「
適
応
指
導
監
」
を
「
人
事
管
理
監
、
義
務
教
育
指
導

監
、
高
校
教
育
指
導
監
」
に
改
め
、「
社
会
教
育
主
事
補
」
を
削
り
、
同
表
県
立
図
書
館
の
項
中

「
司
書
補
」
を
削
り
、
同
表
県
立
美
術
館
の
項
中
「
副
館
長
」
の
下
に
「
、
学
芸
幹
」
を
加
え
、
同

表
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
、
副
部
長
」
を
削
る
。

（
山
梨
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

山
梨
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
四
号
中
「
教
育
相
談
部
」
を
「
相
談
支
援
部
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
を
削
り
、

同
項
第
六
号
を
同
項
第
五
号
と
す
る
。

別
表
教
育
相
談
部
の
項
中
「
教
育
相
談
部
」
を
「
相
談
支
援
部
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
教

育
相
談
」
の
下
に
「
及
び
特
別
支
援
教
育
に
つ
い
て
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、

同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
　
適
正
就
学
の
た
め
の
判
定
資
料
の
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
特
別
支
援
教
育
部
の
項
を
削
る
。

（
山
梨
県
教
育
庁
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

山
梨
県
教
育
庁
組
織
規
則
（
昭
和
六
十
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
九
号
中
「
児
童
手
当
」
の
下
に
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
加
え
、
同
条
第
十
二
号
を

削
り
、
同
条
第
十
三
号
を
同
条
第
十
二
号
と
し
、
同
条
第
十
四
号
か
ら
同
条
第
二
十
号
を
一
号
ず
つ

繰
り
上
げ
る
。

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
適
応
指
導
監
」
を
「
人
事
管
理
監
、
義
務
教
育
指
導
監
、
高
校
教
育
指

導
監
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
二
号
中
「
、
社
会
教
育
主
事
補
」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

山
梨
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
二
年

三
月
三
十
一
日

号
外
第
二
十
八
号

水　曜　日



平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
員
長
　
　
須
　
　
田
　
　
　
　
　
清

山
梨
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

山
梨
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
第
三
号
中
「
、
休
日
勤
務
」
を
「
及
び
休
日
勤
務
」
に
改
め
、「
及
び
宿
日
直
勤

務
」
を
削
り
、「
並
び
に
」
の
下
に
「
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
及
び
」
を
加
え
る
。

（
山
梨
県
立
美
術
館
処
務
規
程
等
の
一
部
改
正
）

第
二
条

次
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
中
「
特
殊
勤
務
、」
を
削
り
、「
、
休
日
勤
務
」
を
「
及
び
休
日

勤
務
」
に
改
め
、「
、
夜
間
勤
務
及
び
宿
日
直
勤
務
」
を
削
り
、「
並
び
に
」
の
下
に
「
時
間
外
勤

務
代
休
時
間
及
び
」
を
加
え
る
。

一
　
山
梨
県
立
美
術
館
処
務
規
程
（
昭
和
五
十
三
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
第
八
条
第
　

四
号

二
　
山
梨
県
立
図
書
館
処
務
規
程
（
昭
和
五
十
五
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
第
八
条
第
　

三
号

三
　
山
梨
県
立
考
古
博
物
館
処
務
規
程
（
昭
和
五
十
七
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
第
八

条
第
三
号

四
　
山
梨
県
立
文
学
館
処
務
規
程
（
平
成
元
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
第
八
条
第
四
号

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
員
長
　
　
須
　
　
田
　
　
　
　
　
清
　

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
又
は
山
梨
園
芸
高
等
学
校
」
を
「
、
山
梨
園
芸
高
等
学
校
又
は
笛
吹
高
等
学
校
」

に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
山
梨
園
芸
高
等
学
校
」
の
下
に
「
、
笛
吹
高
等
学
校
」
を
加
え
、「
あ
っ
て
は
」

を
「
あ
つ
て
は
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
七
号

山
梨
県
立
高
等
学
校
学
則
及
び
山
梨
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
員
長
　
　
須
　
　
田
　
　
　
　
　
清

山
梨
県
立
高
等
学
校
学
則
及
び
山
梨
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

山
梨
県
立
高
等
学
校
学
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
校
長
は
、」
の
下
に
「
生
徒
が
学
校
の
定
め
る
指
導
計
画
に
従
つ
て
」
を
加

え
、「
の
学
習
活
動
を
行
い
」
を
「
を
履
修
し
」
に
、「
そ
の
ね
ら
い
に
照
ら
し
て
」
を
「
目
標
か

ら
み
て
」
に
、「
に
お
け
る
学
習
活
動
に
係
る
」
を
「
に
つ
い
て
履
修
し
た
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
並
び
に
特
別
活
動
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
を
「
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
単

位
数
並
び
に
特
別
活
動
」
に
、「
そ
れ
ら
の
」
を
「
そ
の
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
者
」
の
下
に
「
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
」

を
加
え
る
。

第
二
十
条
第
二
項
中
「
一
家
計
を
立
て
て
い
る
」
を
「
独
立
の
生
計
を
営
む
」
に
改
め
、
同
項
に

次
の
た
だ
し
書
き
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
校
長
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
場
合
は
、
山
梨
県
内
に
居
住
し
て
い
な
い
者
を
保
　

証
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
条
の
四
中
「
終
了
」
を
「
修
了
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
第
二
項
中
「
に
よ
る
」
を
「
そ
の
他
の
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
た
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
第
三
項
中
「
終
了
」
を
「
修
了
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
中
「
、
第
二
十
五
条
第
三
項
」
を
削
る
。

第
三
号
様
式
中
「
ま
つ
と
う
」
を
「
全
う
」
に
改
め
、「
職
業
」
を
削
り
、「
一
家
計
を
立
て
て

い
る
」
を
「
独
立
の
生
計
を
営
む
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

山
梨
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
（
昭
和
五
十
三
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
　

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

二



第
八
条
第
二
項
中
「
科
目
の
単
位
数
を
合
計
七
十
四
単
位
（
自
立
活
動
及
び
総
合
的
な
学
習
の
時

間
の
単
位
数
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。）
以
上
修
得
し
た
者
に
つ
い
て
」
を
「
科
目
及
び
総
合
的

な
学
習
の
時
間
を
履
修
し
、
そ
の
成
果
が
そ
れ
ら
の
目
標
か
ら
み
て
満
足
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者

に
つ
い
て
、
当
該
者
が
七
十
四
単
位
（
自
立
活
動
の
単
位
数
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。）
以
上
修

得
し
、
か
つ
、
特
別
活
動
及
び
自
立
活
動
の
成
果
が
そ
れ
ら
の
目
標
か
ら
み
て
満
足
で
き
る
と
認
め

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
」
に
、「
目
標
」
を
「
そ
れ
ら
の
目
標
」
に
、「
認
め
ら
れ
た
者
」
を

「
認
め
ら
れ
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
十
三
条
第
四
項
中
「
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
学
校
を
卒
業
し
た
者
」
を
「
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず

る
学
校
を
卒
業
し
た
者
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
二
項
中
「
一
家
計
を
立
て
て
い
る
」
を
「
独
立
の
生
計
を
営
む
」
に
改
め
、
同
項
に

次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
校
長
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
場
合
は
、
山
梨
県
内
に
居
住
し
て
い
な
い
者
を
保

証
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
号
様
式
中
「
第
一
号
様
式
」
を
「
第
一
号
様
式
（
第
十
七
条
関
係
）」
に
、「
ま
つ
と
う
」

を
「
全
う
」
に
改
め
、「
職
業
」
を
削
り
、「
一
家
計
を
立
て
て
い
る
」
を
「
独
立
の
生
計
を
営
む
」

に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
八
号

山
梨
県
立
高
等
学
校
の
修
学
旅
行
、
遠
足
、
見
学
旅
行
そ
の
他
の
校
外
行
事
の
基
準
に
関
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
員
長
　
　
須
　
　
田
　
　
　
　
　
清

山
梨
県
立
高
等
学
校
の
修
学
旅
行
、
遠
足
、
見
学
旅
行
そ
の
他
の
校
外
行
事
の
基
準
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
立
高
等
学
校
の
修
学
旅
行
、
遠
足
、
見
学
旅
行
そ
の
他
の
校
外
行
事
の
基
準
に
関
す
る
規
則

（
昭
和
四
十
四
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
中
「
第
十
条
」
を
「
第
九
条
」
に
、「
ま
た
は
」
を
「
又
は
」
に
、「
第
五
条
」
を
「
第

四
条
」
に
、「
第
七
条
」
を
「
第
六
条
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
第
八
条
」
を
「
第
七
条
」
に
、「
第
九
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
六
号

庁

中

一

般

教
　
育
　
事
　
務
　
所

埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

県

立

図

書

館

県

立

美

術

館

県

立

博

物

館

県
立
考
古
博
物
館

県

立

文

学

館

県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

県

立

学

校

庁
中
処
務
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
員
長
　
　
須
　
　
田
　
　
　
　
　
清

庁
中
処
務
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

庁
中
処
務
細
則
（
昭
和
二
十
四
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
四
十
六
条
中
第
四
項
を
第
六
項
と
し
、
第
三
項
を
第
五
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加

え
る
。

３
　
庁
員
は
、
勤
務
時
間
条
例
に
よ
る
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

そ
の
指
定
に
代
え
よ
う
と
す
る
時
間
外
勤
務
手
当
の
支
給
に
係
る
月
の
翌
月
の
初
日
以
後
速
や
か
に

教
育
長
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
教
育
長
は
、
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
指
定
簿
（
第

十
七
号
様
式
の
三
の
二
）
に
よ
り
、
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
を
教
育
長
が
定
め
る
日
ま
で
に

行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
七
号
様
式
の
三
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

三



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

四

第１７号様式の３の２（第４６条関係）



第
十
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

五



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

六

第１９号様式（第５４条関係）



附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
七
号

庁

中

一

般

教
　
育
　
事
　
務
　
所

埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

県

立

図

書

館

県

立

美

術

館

県

立

博

物

館

県
立
考
古
博
物
館

県

立

文

学

館

県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

山
梨
県
教
育
事
務
所
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
員
長
　
　
須
　
　
田
　
　
　
　
　
清

山
梨
県
教
育
事
務
所
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
教
育
事
務
所
処
務
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
二
第
三
号
中
「
、
休
日
勤
務
」
を
「
及
び
休
日
勤
務
」
に
改
め
、「
及
び
宿
日
直
勤
務
」

を
削
り
、「
並
び
に
」
の
下
に
「
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
及
び
」
を
加
え
る
。

第
四
十
条
中
第
五
項
を
第
七
項
と
し
、
第
四
項
を
第
六
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え

る
。

４
　
所
員
は
、
勤
務
時
間
条
例
に
よ
る
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

そ
の
指
定
に
代
え
よ
う
と
す
る
時
間
外
勤
務
手
当
の
支
給
に
係
る
月
の
翌
月
の
初
日
以
後
速
や
か
に

所
長
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
所
長
は
、
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
指
定
簿
（
第
二

十
号
様
式
の
三
）
に
よ
り
、
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
を
教
育
長
が
定
め
る
日
ま
で
に
行
う
も

の
と
す
る
。

第
十
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

七



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

八

第１７号様式（第３３条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

九

第
二
十
号
様
式
の
二
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

一
〇

第２０号様式の３（第４０条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

一
一

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
八
号

庁

中

一

般

埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

山
梨
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
員
長
　
　
須
　
　
田
　
　
　
　
　
清

山
梨
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
処
務
規
程
（
昭
和
五
十
七
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
第
三
号
中
「
、
休
日
勤
務
」
を
「
及
び
休
日
勤
務
」
に
改
め
、「
、
夜
間
勤
務
及
び

宿
日
直
勤
務
」
を
削
り
、「
並
び
に
」
の
下
に
「
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
及
び
」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
九
号

庁

中

一

般

教
　
育
　
事
　
務
　
所

埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

県

立

図

書

館

県

立

美

術

館

県

立

博

物

館

県
立
考
古
博
物
館

県

立

文

学

館

県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

県

立

学

校

職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
員
長
　
　
須
　
　
田
　
　
　
　
　
清

職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
午
後
零
時
三
十
分
」
を
「
午
後
零
時
十
五
分
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
号

庁

中

一

般

県

立

学

校

山
梨
県
立
学
校
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
員
長
　
　
須
　
　
田
　
　
　
　
　
清

山
梨
県
立
学
校
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
立
学
校
処
務
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
四
号
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
及
び
」
を
加
え
る
。

第
六
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
　
職
員
の
時
間
外
勤
務
及
び
休
日
勤
務
（
休
日
の
代
休
日
の
勤
務
を
含
む
。）
の
命
令
並
び
に
時
　

間
外
勤
務
代
休
時
間
及
び
休
日
の
代
休
日
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
四
条
中
第
四
項
を
第
七
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

４
　
職
員
は
、
勤
務
時
間
条
例
に
よ
る
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

そ
の
指
定
に
代
え
よ
う
と
す
る
時
間
外
勤
務
手
当
の
支
給
に
係
る
月
の
翌
月
の
初
日
以
後
速
や
か
に

校
長
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
校
長
は
、
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
指
定
簿
に
よ
り
、

時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
を
教
育
長
が
定
め
る
日
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。

６
　
前
項
に
定
め
る
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
指
定
簿
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
庁
中
処
務
細
則
第
四
十
六

条
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
一
号

庁

中

一

般

教
育
次
長
等
専
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

一
二

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

教
育
長
　
　
松
　
　
土
　
　
　
　
　
清

教
育
次
長
等
専
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

教
育
次
長
等
専
決
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
三
号
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
及
び
」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
告
示
第
三
号

山
梨
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
文
化
財
を
山
梨
県
指
定
有
形
文
化
財
と
し
て
指
定
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
須
　
　
田
　
　
　
清

有
形
文
化
財
の
部

書
跡名

　
称

員
　
数

構
造
及
び
形
式

所
有
者

所
有
者
の

所
在
の

住
所

場
所

市
河
家
文
書

九
十
一
点

戦
国
時
代
、
江
戸
時

山
梨
県

山
梨
県
甲
府

山
梨
県
笛
吹

代
を
中
心
と
す
る
鎌

市
丸
の
内
一

市
御
坂
町
成

倉
時
代
か
ら
明
治
時

丁
目
六
番
一

田
一
五
〇
一

代
に
か
け
て
の
文
書

号

番
地
の
一
山

梨
県
立
博
物

館

考
古
資
料

名
　
称

員
　
数

構
造
及
び
形
式

所
有
者

所
有
者
の

所
在
の

住
所

場
所

甲
府
城
跡
出

百
五
十
一
点

文
禄
・
慶
長
年
間
か

山
梨
県

山
梨
県
甲
府

山
梨
県
甲
府

土
飾
瓦

ら
幕
末
（
一
五
九
〇

市
丸
の
内
一

市
下
曽
根
町

年
代
か
ら
一
八
六
〇

丁
目
六
番
一

九
二
三
番
地

年
代
）
ま
で
に
使
用

号

山
梨
県
立
考

さ
れ
た
瓦

古
博
物
館


